
・
旭
・
城
東
・
鶴
見
）▽
第
３

区（
中
央
・
西
・
大
正
・
浪
速

・
住
之
江
・
住
吉
・
西
成
）▽

第
４
区（
天
王
寺
・
生
野
・
阿

倍
野
・
東
住
吉
・
平
野
）

　

10
月
24
日
の
第
27
回
法
定
協

で
は
、
維
新
が
「
特
別
区
」
の

名
称
を
第
１
区
＝
「
淀
川

区
」、
第
２
区
＝
「
北
区
」、
第

３
区
＝
「
中
央
区
」、
第
４
区

＝
「
天
王
寺
区
」
と
し
、
本
庁

舎
の
位
置
を
「
淀
川
区
」
は
現

淀
川
区
役
所
、「
北
区
」
は
現

大
阪
市
役
所
本
庁
舎
、「
中
央

区
」
は
現
中
央
区
役
所
、「
天

王
寺
区
」
は
現
天
王
寺
区
役
所

と
す
る
こ
と
を
提
案
し
ま
し

た
。
公
明
党
も
こ
れ
に
同
調

し
、
維
新
案
に
基
づ
い
て
制
度

案
を
ま
と
め
る
方
向
が
強
引
に

確
認
さ
れ
ま
し
た
。

な
う
と
い
う
の
で
す
。
地

方
自
治
法
で
認
め
ら
れ
て

い
る
制
度
で
す
が
、
東
京

都
の
場
合
、
そ
の
対
象
は

清
掃
な
ど
ご
く
一
部
で

す
。

　

と
こ
ろ
が
、
維
新
の
案

は
基
礎
自
治
体
が
担
う
べ

き
大
事
な
事
務
―
―
介
護

　

大
阪
市
を
廃
止
し
て
「
特
別
区
」
に
分

割
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
大
阪
都
」
構
想
の

制
度
案
を
議
論
し
て
い
る
の
が
大
都
市
制

度（
特
別
区
設
置
）協
議
会（
法
定
協
）で
、

知
事
と
大
阪
市
長
、
府
議
と
大
阪
市
議
の

各
８
人
の
計
20
人
で
構
成
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
委
員
は
維
新
11
人（
吉
村
洋
文

知
事
、
松
井
一
郎
大
阪
市
長
、
法
定
協
会

長
の
今
井
豊
府
議
を
含
む
）、
自
民
４

人
、
公
明
４
人
、
日
本
共
産
党
１
人
。
法

定
協
で
単
独
過
半
数
を
占
め
る
維
新
は
、

４
月
の
ダ
ブ
ル
選
・
統
一
地
方
選
後
に

「
都
」
構
想
賛
成
に
転
じ
た
公
明
党
を
巻

き
込
み
、
来
年
秋
冬
の
「
住
民
投
票
あ
り

き
」
で
強
引
に
議
論
を
進
め
て
い
ま
す

が
、「
都
」
構
想
の
矛
盾
と
破
綻
ぶ
り
も

鮮
明
に
な
っ
て
い
ま
す
。

▽
第
１
区（
此
花
・
港
・
西
淀

川
・
淀
川
・
東
淀
川
）▽
第
２

区（
北
・
都
島
・
福
島
・
東
成

う
も
の
で
す
。

　

委
員
か
ら
批
判
が
飛
び

交
い
ま
し
た
。「
そ
の
自

治
体
エ
リ
ア
の
な
か
に
庁

舎
が
な
い
自
治
体
が
あ
る

の
か
？
」（
離
島
に
は
あ
る

そ
う
で
す
）、「
１
区
の
場

合
、
災
害
時
、
淀
川
を
こ

え
て
中
之
島
庁
舎
に
職
員

を
？
」。

　

こ
の
議
論
は
、
維
新
の

ペ
テ
ン
を
２
つ
の
点
で
浮

き
彫
り
に
し
ま
し
た
。

　

一
つ
は
、「
特
別
区
」

を
つ
く
る
と
莫
大
な
コ
ス

ト
が
か
か
る
こ
と
を
否
定

で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
。

一
時
は
、
無
理
矢
理
「
嘉

悦
学
園
報
告
書
」
を
出

し
、「
特
別
区
設
置
で
10

年
間
に
１
兆
円
の
経
済
効

果
」
が
あ
り
、
設
置
コ
ス

ト
を
上
回
る
と
叫
び
ま
し

た
が
、
そ
れ
も
ま
ゆ
つ
ば

も
の
で
し
た
。

　

い
ま
一
つ
は
、「
特
別

区
」
は
住
民
に
身
近
に
な

り
、「
ニ
ア
・
イ
ズ
・
ベ

タ
ー
」
だ
と
い
う
ペ
テ
ン

で
す
。
部
署
に
よ
っ
て

は
、
隣
の
自
治
体
に
出
向

か
な
い
と
窓
口
も
な
い
。

そ
の
ど
こ
が
「
身
近
」
で

し
ょ
う
。

も
大
阪
市
は
保
険
料
が
全

国
最
悪
、
さ
ま
ざ
ま
な
要

望
が
渦
巻
き
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、「
特
別
区
」
が
設

置
さ
れ
る
と
、「
介
護
保

険
は
一
部
事
務
組
合
の
所

管
」
と
さ
れ
、「
特
別

区
」
に
掛
け
合
っ
て
も
、

手
も
口
も
だ
せ
な
い
仕
組

み
に
な
り
ま
す
。

　
「
二
重
行
政
解
消
」
を

看
板
に
し
て
い
る
の
に
、

「
大
阪
府
」
と
「
特
別

区
」、「
一
部
事
務
組
合
」

の
「
三
重
行
政
」
を
つ
く

る
の
も
い
び
つ
で
す
。

　

11
月
の
「
法
定
協
」
で

は
、「
一
部
事
務
組
合
」

の
奇
怪
さ
が
議
論
に
な
り

ま
し
た
。

　
「
特
別
区
」
に
分
け
ら

れ
な
い
事
務
は
、
中
之
島

庁
舎
に
「
一
部
事
務
組

合
」
を
お
き
、
各
特
別
区

に
ま
た
が
る
事
務
を
お
こ

を
」
と
委
員
が
求
め
て

も
、
維
新
は
ボ
ロ
隠
し
の

た
め
、「
必
要
な
い
」
の

一
点
張
り
で
す
。

　
「
特
別
区
」
で
財
源
が

不
足
す
れ
ば
、「
府
」
と

「
財
政
調
整
」
す
る
と
い

い
ま
す
が
、
ど
ち
ら
も
財

源
不
足
に
な
れ
ば
、「
調

整
」
で
き
る
余
地
は
あ
り

ま
せ
ん
。
結
局
は
住
民
サ

ー
ビ
ス
を
削
る
か
財
産
処

分
で
し
か
、
切
り
抜
け
ら

れ
ま
せ
ん
。

か
を
物
語
り
ま
す
。

　
「
法
定
協
」
論
議
で
あ

ら
わ
に
な
る
矛
盾
と
破
綻

ぶ
り
を
徹
底
的
に
つ
い

て
、「
都
」
構
想
ス
ト
ッ

プ
へ
の
大
き
な
た
た
か
い

と
共
同
を
築
き
ま
し
ょ
う

（
Ｎ
）。

　

法
定
協
で
議
論
さ
れ
て
い
る

「
特
別
区
」
の
区
割
り
案（
４
区

案
）は
次
の
通
り
で
す
。

　

10
月
の
「
法
定
協
」

に
、「
中
之
島
合
同
庁
舎

案
」
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

４
つ
の
「
特
別
区
」
に

し
て
庁
舎
を
整
備
す
る
と

６
３
７
億
円
も
の
コ
ス
ト

が
か
か
る
。
そ
こ
で
執
務

室
が
不
足
す
る
分
は
、
中

之
島
庁
舎
で
一
緒
に
と
い

れ
、
必
要
額
が
交
付
さ
れ

な
い
仕
組
み
で
す
。
国
の

地
方
制
度
審
議
会
で
、
あ

る
委
員
は
、「
大
阪
市
を

廃
止
し
て
特
別
区
に
な
っ

た
結
果
、
よ
り
厳
し
い
財

政
事
情
に
追
い
込
ま
れ

る
。
…
『
茨
の
道
』」
と

述
べ
て
い
ま
す
。

　
「
法
定
協
」
で
は
不
足

額
２
０
０
億
円
と
の
指
摘

も
あ
り
ま
す
。「
ど
れ
だ

け
不
足
す
る
か
、
基
準
財

政
需
要
額
を
出
し
て
計
算

　

財
源
問
題
は
、
最
大
の

ネ
ッ
ク
で
す
。
こ
れ
ま
で

の
「
市
税
」
の
う
ち
多
く

は
「
府
」
に
吸
い
上
げ
ら

れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
財
政
力
の
あ
る

東
京
都
と
は
違
い
、
国
か

ら
の
地
方
交
付
税
な
し
に

や
れ
な
い
の
が
大
阪
府
市

で
す
。
そ
の
地
方
交
付
税

が
、
４
つ
の
特
別
区
そ
れ

ぞ
れ
の
必
要
額
で
は
な

く
、「
市
」
が
続
い
て
い

る
と
み
な
し
て
計
算
さ

は
、
公
明
党
を
「
密
約
」

と
「
脅
し
」
で
屈
服
さ

せ
、「
ま
た
ぞ
ろ
住
民
投

票
」
へ
と
ゴ
リ
押
し
し
て

い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
維
新

の
強
さ
を
示
す
も
の
で
は

な
く
、
い
か
に
「
都
」
構

想
が
大
義
も
道
理
も
な
い

　

も
と
も
と
「
都
」
構
想

は
、「
騙
さ
れ
な
い
で
下

さ
い
。
大
阪
市
は
バ
ラ
バ

ラ
に
し
ま
せ
ん
」（
２
０
１

１
年
ダ
ブ
ル
選
挙
の
維
新

ビ
ラ
）と
い
う
ウ
ソ
か
ら

始
ま
り
ま
し
た
。
２
０
１

５
年
の
住
民
投
票
で
決
着

が
つ
い
た
の
に
、
維
新

保
険
、
民
間
の
養
護
施
設

や
生
活
保
護
施
設
の
設
置

認
可
、
住
民
基
本
台
帳
・

税
務
・
国
保
な
ど
の
シ
ス

テ
ム
、
福
祉
施
設
や
中
央

体
育
館
な
ど
を
す
べ
て

「
一
部
事
務
組
合
」
に
放

り
込
み
ま
す
。

　

介
護
保
険
は
、
い
ま
で

大阪市廃止･解体の「都」構想案
第２区第１区

第３区

第４区

（淀川区）
（北区）

（天王寺区）

（中央区）

特
別
区
の
区
割
り
案

中
之
島
に「
合
同
庁
舎
」？

―
―
馬
脚
現
す
２
つ
の
ウ
ソ

何
で
も「
一
部
事
務
組
合
」

財
源
な
き「
財
政
調
整
」？

―
―
住
民
の
要
望
届
か
な
い

―
―
待
ち
受
け
る
切
り
捨
て

ウ
ソ
か
ら
始
ま
っ
た
都
構
想

児童相談所の設置や「特別区」設置の日などに
ついて委員間協議を行った第29回法定協＝11月
22日、大阪市役所内

住
民
投
票
あ
り
き
で
強
引
に 

法
定
協

　

維
新
は
ダ
ブ
ル
選
結
果
を
テ
コ
に
、「
大
阪
市
廃

止
・
解
体
」
を
は
か
る
「
都
」
構
想
の
「
ま
た
ぞ
ろ

住
民
投
票
」
へ
と
躍
起
で
す
。
そ
の
議
論
の
舞
台
、

「
大
阪
府
市
大
都
市
制
度（
特
別
区
設
置
）協
議
会
」

（
法
定
協
）は
、
公
明
党
が
維
新
に
屈
服
す
る
も
と
で

様
変
わ
り
し
て
い
ま
す
。
ど
の
テ
ー
マ
で
も
、
維
新

委
員
が
「
素
案
通
り
に
」
と
言
え
ば
、
公
明
委
員
は

「
異
議
は
な
い
」。
自
民
党
委
員
が
「
是
々
非
々
」
の

立
場
か
ら
疑
問
を
出
し
、
日
本
共
産
党
の
山
中
智
子

委
員
が
厳
し
く
批
判
し
て
も
、
維
新
の
会
長
は
「
い

ろ
い
ろ
意
見
は
い
た
だ
い
た
が
、
お
お
む
ね
支
持
を

得
た
。
こ
の
方
向
で
取
り
ま
と
め
を
」。

　

維
新
は
、
年
内
に
も
「
協
定
書
案
の
方
向
性
」
を

と
り
ま
と
め
、
来
年
早
々
に
「
協
定
書
案
」
を
出

し
、「
秋
か
ら
冬
」
の
「
住
民
投
票
」
を
狙
い
ま

す
。
し
か
し
、「
法
定
協
」
の
議
論
を
リ
ア
ル
に
み

る
と
、「
都
」
構
想
案
の
ボ
ロ
ボ
ロ
ぶ
り
が
あ
ら
わ

で
す
。

め
』
で
は
な
く
、『
維
持

す
る
』
と
書
い
て
ほ
し

い
」
と
懇
願
す
る
だ
け
。

維
新
が
「
特
別
区
設
置
時

点
は
維
持
す
る
」「
設
置
後

は
維
持
す
る
よ
う
努
め

る
」
と
２
段
階
に
分
け
て

書
く
こ
と
を
提
案
す
る

と
、「
意
見
を
反
映
し
て

い
た
だ
い
た
」
と
受
け
入

れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、「
特
別
区
設

置
時
点
」
で
市
民
サ
ー
ビ

ス
が
「
維
持
」
さ
れ
る
の

は
当
然
の
こ
と
。
問
題
は

「
設
置
後
」
ど
う
す
る
か

で
す
。「
特
別
区
」
に
財

源
の
裏
付
け
が
な
け
れ

ば
、「
維
持
す
る
よ
う
努
め

る
」
が
、
現
実
に
は
で
き

な
い
危
険
が
濃
厚
で
す
。

　

維
新
・
公
明
の
茶
番
劇

で
す
。

　

実
は
公
明
党
も
こ
う
言

っ
て
い
ま
し
た
。

　
「
特
別
区
素
案
の
財
政

調
整
制
度
で
は
、
現
行
の

住
民
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
し

て
い
く
と
い
う
こ
と
は
到

底
で
き
な
い
」（
土
岐
委
員

　

第
16
回
法
定
協
）。

　

と
こ
ろ
が
、
維
新
に
屈

服
後
は
、「
協
定
書
に
は

『
維
持
す
る
こ
と
に
努

で
は
の
多
く
の
住
民
サ
ー

ビ
ス
が
維
持
で
き
な
い
こ

と
で
す
。

　

大
き
な
焦
点
の
一
つ

が
、
大
阪
市
を
廃
止
し
、

４
つ
の
「
特
別
区
」
に
バ

ラ
バ
ラ
に
す
れ
ば
、
敬
老

パ
ス
や
子
ど
も
の
医
療
費

助
成
な
ど
、
政
令
市
な
ら

大
阪
市
の
廃
止
・
分
割
に
反
対
し
て
、
大
阪
市
役
所
周
辺

を
デ
モ
行
進
す
る
大
阪
市
対
策
連
絡
会
議
、
府
民
要
求
連

絡
会
の
人
た
ち
＝
９
月
18
日
、
大
阪
市
北
区
内

ボロボロぶり露わ
「
法
定
協
」議
論
が
示
す
も
の

公
明
党
屈
服
の
も
と
で
様
変
わ
り

「
住
民
サ
ー
ビ
ス
維
持
」？

―
―
維
新
・
公
明
の
茶
番
劇

shikai
テキストボックス
(2019年12月1日付大阪民主新報)


